
平成 27年７月 10日 

 

横浜市木造住宅耐震改修促進事業及び横浜市木造建築物不燃化・耐震改修事業 

設計・施工事業者登録制度 事業者登録講習会 

 

質問及び回答 

 

No. 区分 質問 解答 

１ 木造建築物 

不燃化・ 

耐震改修事業 

現況設置されているア

ルミサッシが、過去に

大臣認定を取得してい

たものである場合の取

り扱いはどのようにな

りますか。 

「延焼の恐れがある部分の外壁の開口部に、建築基

準法第２条第１項第９の２号ロに規定する防火設

備を有していること」が補助要件となります。現在

設置されているアルミサッシが、現行の当該規定に

適合する防火設備に該当するかを設計者が確認し、

該当しない場合には、適合する防火設備に取り替え

る必要があります。 

２ 木造建築物 

不燃化・ 

耐震改修事業 

木造建築物不燃化・耐

震改修事業の不燃化改

修工事において、「竣

工後 22 年以上経過し

た」ものを補助対象建

築物としているのはな

ぜですか。 

市では大地震時に延焼の危険性の高い地域におい

て、建築物不燃化推進事業で除却・建替えを推進し

ており、耐用年数（木造の場合は 22年）が経過し、

減価償却された建築物を補助対象としています。 

また、木造建築物不燃化・耐震改修事業の不燃化改

修及び不燃化・耐震改修は、建築物不燃化推進事業

を利用して除却・建替えが困難な建築物において、

不燃化を推進していくことを目的の一つとしてい

ます。 

そのため、建築物不燃化推進事業と同様に、木造建

築物不燃化・耐震改修事業においても、「竣工後

22 年以上経過した」木造住宅であることを補助対

象要件としています。 

なお、木造建築物不燃化・耐震改修事業の不燃化・

耐震改修については、「昭和 56 年５月末日以前に

建築確認を得て着工した建築物」であることを補助

対象要件としており、「竣工後 22年以上経過した」

の要件を包含しています。 

３ 木造建築物 

不燃化・ 

耐震改修事業 

不燃化改修工事におけ

る中間検査の検査項目

は、どのような内容で

しょうか。また、どの

段階で検査申請を提出

すればよろしいのでし

ょうか。 

中間検査項目は、不燃化改修工事に様々な工法があ

るため、工法に応じた検査項目及び工程を、改修工

事計画承認時に市で指定します。また、中間検査申

請は、市が指定した検査項目・工程について中間検

査を受検する５日前までに、中間検査申請書一式を

横浜市建築局建築防災課に提出してください。 



４ 木造建築物 

不燃化・ 

耐震改修事業 

工事完了報告の際に提

出する工事写真のう

ち、外壁及び軒裏の不

燃化改修工事の提出写

真は、工事着手前に必

要な写真について市に

確認してくださいとあ

ります。工事写真の不

備になる可能性もある

ので、必要な写真につ

いて事前に指示をして

もらえないでしょう

か。 

不燃化改修工事は、様々な工法があるため、一律写

真の提出工程を指定することができません。そのた

め、申請の手引きには、工事着手前に必要な写真に

ついて市に確認してくださいと記載しています。実

際には、改修工事計画承認時に必要な写真について

ご案内します。 

なお、工事完了報告の際に提出する写真とは別に、

施工状況を確認するために写真の提出を求める場

合がありますので、補助対象とした工事について

は、詳細な施工状況が分かるように写真に記録のう

え、「補助金額の確定（交付決定）通知書」及び「耐

震改修済証」が交付されるまで保存するよう注意し

てください。 

５ 木造住宅 

耐震診断 

プログラム 

「木造住宅耐震診断プ

ログラム」は、一般財

団法人日本建築防災協

会発行の「木造住宅の

耐震診断と補強方法」

の 2004 年版又は 2012

年改訂版ごとに、それ

ぞれ異なるバージョン

が指定されています。

どちらのバージョンを

使用しても問題ないで

しょうか。 

一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅耐震診

断プログラム評価」は、「木造住宅の耐震診断と補

強方法」の 2004年版及び 2012 年改訂版でバージョ

ンを分けて評価しており、当該評価を受けたもので

あれば、どちらのバージョンを使用しても問題あり

ません。ただし、現況及び計画の「精密診断法１」

による計算書は、同じバージョンのもので作成して

ください。 

６ 木造建築物 

不燃化・ 

耐震改修事業 

木造建築物不燃化・耐

震改修事業に係る補助

対象建築物の要件のう

ち、「建築基準法関係

法令に適合する建築

物」の内容は、木造住

宅耐震改修促進事業の

内容と同じでしょう

か。 

同じです。木造建築物不燃化・耐震改修促進事業に

ついても、木造住宅耐震改修促進事業と同じく、建

築基準法関係法令等に適合する（現況が適合してい

ない場合は、改修工事完了の報告までに適合する）

ことが補助対象建築物の要件となっています。この

「建築基準法関係法令等」は両事業とも同じ内容で

あり、詳しくは「横浜市木造建築物不燃化・耐震改

修事業 申請の手引き―初版―」のＰ．63 を参照

してください。 

７ 制度 建築物不燃化推進事業

及び木造建築物不燃

化・耐震改修事業等の

対象地区内では、耐震

改修工事のみで補助を

受けることは可能でし

ょうか。 

可能です。建築物不燃化推進事業及び木造建築物不

燃化・耐震改修事業等の対象地区内においても、木

造住宅耐震改修促進事業の耐震改修工事のみでの

補助は継続します。 

なお、対象地区内では、木造住宅耐震診断士派遣事

業及び木造住宅訪問相談事業は対象外となり、木造

建築物安全相談事業により耐震診断及び相談等を

実施します。 



８ 申請の手引き 現在、計画承認申請中

又は工事中の耐震改修

工事についても、平成

27年７月以降は「横浜

市木造建築物不燃化・

改修事業」の申請の手

引きに従って手続きを

するのでしょうか。 

平成 26 年９月末までに、木造住宅耐震改修促進事

業の【耐震設計】計画承認申請を受付したものは、

「横浜市木造住宅耐震改修促進事業 申請の手引

き―改訂第２版―」が適用され、平成 26年 10月以

降に、同事業の耐震改修工事計画承認申請を受付し

たものは、「同手引き―改訂第３版―」が適用され

ます。 

なお、講習会当日にお配りした「横浜市木造建築物

不燃化・耐震改修事業 申請の手引き―初版―」は、

平成 27 年７月１日以降に木造建築物不燃化・耐震

改修事業の申請を行う場合に利用してください。 

 事業者 

登録制度 

登録時に、事業者登録

票に「不燃化改修の受

注の可否」を否として

記載した場合、木造建

築物不燃化・耐震改修

事業の設計・施工を行

うことはできないので

しょうか。 

登録事業者であれば、登録された区分に応じて、木

造建築物不燃化・耐震改修事業の設計・施工を行う

ことができます。ただし、事業者登録票は、市民の

方に公表し、設計者及び施工者を選ぶ際に参考とす

るものですので、不燃化改修の受注が可能な場合に

は、そのように記載してください。 

なお、登録後に事業者登録票の記載の内容を変更す

る場合には、登録事項変更届に、新たな事業者登録

票（データ含む）及び必要書類を添えて提出してく

ださい。 

９ 事業者 

登録申請 

登録事業者申請に係る

「精密診断法１」によ

る耐震診断の計算書等

について、模範解答を

提示してもらえないで

しょうか。 

建築防災課のホームページに掲載した「精密診断法

１」による計算書の解答例（別添）を参照してくだ

さい。 

※  解答例は、「ホームズ君耐震診断 pro 

Ver.3.1.00（株式会社インテグラル）」にて作成

しています。 

10 事業者 

登録申請 

登録事業者申請時に提

出した「精密診断法１」

による耐震診断の計算

書一式について、どの

点に誤りがあったのか

教えていただけないで

しょうか。 

お手数ですが、建築防災課のホームページに掲載し

た「精密診断法１」による計算書の解答例（別添）

を参照するなどして、ご自身で誤りのあった箇所を

ご確認ください。 

※  解答例は、「ホームズ君耐震診断 pro 

Ver.3.1.00（株式会社インテグラル）」にて作成

しています。 

11 検討委員会 検討委員会委員の氏

名、所属、選考方法及

び経歴を教えていただ

けないでしょうか。 

検討委員会は、建築防災課のホームページに掲載し

た「横浜市木造住宅耐震施策関係事業に関する検討

委員会運営要領」の添付のとおり、有識者３名と横

浜市建築局の企画部防災担当部長及び総務課長、各

１名の計５名にて構成されています。選考方法は、

事業の公平・公正性を確保できる方を選出し、市長

が就任を依頼しています。なお、経歴につきまして

は個人情報の観点より、恐れ入りますが差し控えさ

せていただきます。 
 


